
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 級 
所定昇給額の 4/1

＋4,000円 
加算額 改定額 

主幹職 A 5,700 ２００ 5,900 

主幹職 B 5,600 ２００ 5,800 

技術専任職 5,600 ２００ 5,800 

主務職 5,500 １００ 5,600 

主任職２等級 5,500  5,500 

主任職１等級 5,500  5,500 

指導職２等級 5,400  5,400 

指導職１等級 5,400  5,400 

係職２等級 5,300  5,300 

係職１等級 5,000  5,000 
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１．基本給に所定昇給額の 4分の１の額及び

4000円を加算 
さらに主幹職 B以上、技術専任職及び S等級以上

に 200円、主務職及び T等級に 100円を加算 

2．令和５年４月１日現在、満 55歳以

上の社員も、基本給額に対し在級す

る等級により準じて計算した額を

加える 

 

３．エルダー社員 

基本賃金に 3,000円を加算する 

等級区分(5)に 200円、(4)に 100円を

さらに加算 

 

4.定期昇給を実施！ 

昇給係数４ 
 

５．テンポラリースタッフ 

１時間当たりの賃金額に 50 円加算 

 

６．精算日 ６月 23日（予定） 

基本給改定分：5,975円（1.84%）

定期昇給分:6,347円（1.94%） 

皆さんはこのような会社回答に納得できますか？労働実感や生活

実感に見合った、職場の苦闘に報いる内容となっているでしょうか？ 

会社回答は示されましたが、23春闘での私たちの要求は

定期昇給の完全実施以外実現せず、格差も拡大します！ 

会社回答に対し全職場から議論を創り出し、仲間の率直

な声を出し合い、さらなるたたかいを創り出そう!! 

 


